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（       ）  

 

 

工事請負契約書 
 

１  工 事 件 名  

 

 

２  契 約 金 額 
 
                      ￥   

 
３  工 期 

 
４  契 約 保 証 金 

 
５  前 払 金 

 
６  建設発生土の搬出先等 

  建設発生土を搬出する 予定である 場合、 建設発生土の搬出先については仕様書に定めると おり  

 
７  解体工事に要する 費用等 

工事が、 建設工事に係る 資材の再資源化等に関する法律（ 平成12年法律第104号） 第９ 第１ 項に規定する 対

象建設工事である 場合には、 同法第13条の規定に基づき記載する解体工事に要する費用等は、 別紙「 法13条

及び省令第７ 条に基づく 書面」 のと おり  

 

 上記の工事について、 発注者と 受注者は、 各々の対等な立場における合意に基づいて、 裏面の条項によ り  

公正な請負契約を締結し 、 信義に従って誠実にこ れを履行する も のと する 。  

また、 受注者が共同企業体を結成し ている 場合には、 受注者は、 別紙の共同企業体協定書によ り 契約書記 

載の工事を共同連帯し て請け負う 。  

 発注者と 受注者は、 本書２ 通を作成し 、 それぞれ記名押印の上、 その１ 通を保有する。  

 
契約確定日 

令和   年   月   日 

 

     東京都 

発注者 

     代表者 

 

     住 所 

受注者 

     氏 名 

 

 
 
 

          
 

綴
込
確
認 

  印
鑑
照
合 

 

う ち取引に係る 消費税及び地方消費税の額  

収
入
印
紙
欄 

十    億    千    百    十    万   千     百    十    円 

印 

印 

適用日： 令和６ 年１ ０ 月１ 日 
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（ 総則）  

第１ 条 発注者及び受注者は、 契約書及びこ の約款（ 以下「 契約書」 と いう 。） に基づき 、 設計図書（ 別添の

図面及び仕様書（ こ の契約の締結時において効力を有する 工事標準仕様書が別に存在する 場合は、 こ れを含

む。） をいう 。 以下同じ 。） に従い、 日本国の法令を遵守し 、 こ の契約（ こ の契約書及び設計図書を内容と す

る 工事の請負契約をいう 。 以下同じ 。） を履行し なければなら ない。  

２  受注者は、 契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完了し 、 工事目的物を発注者に引き 渡すも のと し 、

発注者は、 その契約代金を支払う も のと する 。 こ の場合において、 工期が日数で定めら れている と き は、 国

民の祝日に関する 法律（ 昭和２ ３ 年法律第１ ７ ８ 号） に定める 休日、 １ ２ 月２ ９ 日から 同月３ １ 日ま での期

間、 １ 月２ 日、 同月３ 日、 日曜日及び土曜日は、 こ の日数に算入し ない。  

３  仮設、 施工方法その他工事目的物を完成する ために必要な一切の手段（ 以下「 施工方法等」 と いう 。） に

ついては、 こ の契約書及び設計図書に特別の定めがある 場合を除き 、 受注者がその責任において定める 。  

４  受注者は、 こ の契約の履行に関し て知り 得た秘密を漏ら し てはなら ない。  

５  こ の契約書に定める 催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によ り 行わなければなら ない。  

６  こ の契約の履行に関し て発注者と 受注者と の間で用いる 言語は、 日本語と する 。  

７  こ の契約書に定める 金銭の支払に用いる 通貨は、 日本円と する 。  

８  こ の契約の履行に関し て発注者と 受注者と の間で用いる 計量単位は、 設計図書に特別の定めがある 場合

を除き 、 計量法（ 平成４ 年法律第５ １ 号） に定める も のと する 。  

９  こ の契約書及び設計図書における 期間の定めについては、 こ の契約書又は設計図書に特別の定めがある

場合を除き 、 民法（ 明治２ ９ 年法律第８ ９ 号） 及び商法（ 明治３ ２ 年法律第４ ８ 号） の定める と こ ろによ る

も のと する 。  

10 こ の契約は、 日本国の法令に準拠する も のと する 。  

11 こ の契約に係る 訴訟については、 発注者の事務所の所在地を管轄する 日本国の裁判所をも っ て合意によ

る 専属的管轄裁判所と する 。  

12 受注者が共同企業体を結成し ている 場合においては、発注者は、こ の契約に基づく 全ての行為を共同企業

体の代表者に対し て行う も のと し 、 発注者が当該代表者に対し て行ったこ の契約に基づく 全ての行為は、 当

該企業体の全ての構成員に対し て行ったも のと みなし 、 ま た、 受注者は、 発注者に対し て行う こ の契約に基

づく 全ての行為について当該代表者を通じ て行わなければなら ない。  

（ 関連工事の調整）  

第２ 条 発注者は、 受注者の施工する 工事及び発注者の発注に係る 第三者の施工する 他の工事が施工上密接

に関連する 場合において、必要がある と き は、その施工につき 、調整を行う も のと する 。こ の場合において、

受注者は、 発注者の調整に従い、 当該第三者の行う 工事の円滑な施工に協力し なければなら ない。  

（ 工程表）  

第３ 条 受注者は、 設計図書に基づき 、 速やかに、 工程表を作成し 、 発注者に提出し なければなら ない。  

（ 権利義務の譲渡等）  

第４ 条 受注者は、 こ の契約によ り 生じ る 権利又は義務を第三者に譲渡し 、 承継さ せ、 又は担保の目的に供す

る こ と ができ ない。 ただし 、 あら かじ め、 発注者の承諾を得た場合は、 こ の限り でない。  

２  受注者は、 工事目的物並びに工事材料で第１ ２ 条第２ 項の検査に合格し たも の及び製作品で第３ ８ 条の

検査に合格し たも のを第三者に譲渡し 、 貸与し 、 又は抵当権その他の担保の目的に供し てはなら ない。 ただ

し 、 あら かじ め、 発注者の承諾を得た場合は、 こ の限り でない。  

（ 一括委任又は一括下請負の禁止）  

第５ 条 受注者は、 工事の全部又は大部分を一括し て第三者に委任し 、 又は請け負わせてはなら ない。  

（ 下請負人の通知）  

第６ 条 発注者は、受注者に対し て、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する こ と ができ

る 。  
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（ 受注者の契約の相手方と なる 下請負人の健康保険等加入義務等）  

第６ 条の２  受注者は、次の各号に掲げる 届出をし ていない建設業者（ 建設業法（ 昭和２ ４ 年法律第１ ０ ０ 号）

第２ 条第３ 項に定める 建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く 。以下「 社会保険等未加入建設業者」

と いう 。） を下請契約（ 受注者が直接締結する 下請契約に限る 。 以下こ の条において同じ 。） の相手方と し て

はなら ない。  

⑴ 健康保険法（ 大正１ １ 年法律第７ ０ 号） 第４ ８ 条の規定によ る 届出 

⑵ 厚生年金保険法（ 昭和２ ９ 年法律第１ １ ５ 号） 第２ ７ 条の規定によ る 届出 

⑶ 雇用保険法（ 昭和４ ９ 年法律第１ １ ６ 号） 第７ 条の規定によ る 届出 

２  発注者は、受注者に対し て、下請契約の相手方が前項の各号に掲げる 届出をし ている こ と を確認でき る 書

類の提出を請求する こ と ができ る 。  

３  第１ 項の規定にかかわら ず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と 下請契約を締結し なければ工事の施

工が困難と なる 場合その他の特別の事情がある と 発注者が認める 場合は、当該建設業者を下請契約の相手方

と する こ と ができ る 。 こ の場合において、 受注者は、 発注者の指定する 期間内に、 当該建設業者が第１ 項各

号に掲げる 届出をし 、 当該事実を確認する こ と のでき る 書類を発注者に提出し なければなら ない。  

（ 特許権等の使用）  

第７ 条 受注者は、 特許権、 実用新案権、 意匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき 保護さ れる 第三者の権

利（ 以下「 特許権等」 と いう 。） の対象と なっている 施工方法等を使用する と き は、 その使用に関する 一切の

責任を負わなければなら ない。 ただし 、 発注者がその施工方法等を指定し た場合において、 設計図書に特許

権等の対象である 旨の明示がなく 、 かつ、 受注者がその存在を知ら なかったと き は、 発注者は、 受注者がそ

の使用に関し て要し た費用を負担し なければなら ない。  

（ 監督員）  

第８ 条 発注者は、 監督員を定めたと き は、 その氏名を受注者に通知し なければなら ない。 監督員を変更し た

と き も 同様と する 。  

２  監督員は、 こ の契約書の他の条項に定める も の及びこ の契約書に基づく 発注者の権限と さ れる 事項のう

ち発注者が必要と 認めて監督員に委任し たも ののほか、 設計図書に定める と こ ろによ り 、 次に掲げる 権限を

有する 。  

⑴ 工事の施工についての受注者又は受注者の現場代理人に対する 指示、 承諾又は協議 

⑵ 設計図書に基づく 工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し た詳細図等の承諾 

⑶ 設計図書に基づく 工程の管理、 立会い、 工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若し く は検査 

３  発注者は、 ２ 名以上の監督員を置き 、 前項の権限を分担さ せたと き は、 それぞれの監督員の有する 権限の

内容を、 監督員にこ の契約書に基づく 発注者の権限の一部を委任し たと き は当該委任し た権限の内容を、 受

注者に通知し なければなら ない。  

４  第２ 項の規定に基づく 監督員の指示又は承諾は、 原則と し て、 書面によ り 行わなければなら ない。  

（ 現場代理人及び主任技術者等）  

第９ 条 受注者は、次の各号に掲げる 者を定め、その者の氏名及びその他必要な事項を発注者に通知し なけれ

ばなら ない。 こ れら の者を変更し たと き も 同様と する 。  

⑴ 現場代理人 

⑵ 主任技術者（ 建設業法(昭和２ ４ 年法律第１ ０ ０ 号） 第２ ６ 条第２ 項の規定に該当する 場合は「 監理技術

者」 と し 、 同条第３ 項本文の規定に該当する 場合は「 専任の主任技術者」 又は「 専任の監理技術者」 と す

る 。 ただし 、 工事が同条第５ 項の規定にも 該当する 場合は、「 監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監

理技術者（ 同条第３ 項ただし 書の規定の適用を受ける 監理技術者を含む。）」 と する 。 以下同じ 。）  

⑶ 監理技術者補佐（ 建設業法第２ ６ 条第３ 項ただし 書に規定する 者をいう 。 以下同じ 。）  

⑷ 専門技術者（ 建設業法第２ ６ 条の２ に規定する 技術者をいう 。 以下同じ 。）  

２  現場代理人は、 工事現場に常駐し 、 その運営及び取締り を行う ほか、 工事の施工に関し 、 こ の契約書に基
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づく 受注者の一切の権限を行使する こ と ができ る 。  

３  発注者は、 前項の規定にかかわら ず、 現場代理人の工事現場における 運営、 取締り 及び権限の行使に支障

がなく 、 かつ、 発注者と の連絡体制が確保さ れる と 認めら れる 場合には、 現場代理人について工事現場にお

ける 常駐を要し ないこ と と する こ と ができ る 。  

４  第２ 項の規定にかかわら ず、受注者は、自己の有する 権限のう ち現場代理人に委任せず自ら 行使し よ う と

する も のがある と き は、 あら かじ め、 当該権限の内容を発注者に通知し なければなら ない。  

５  現場代理人、 主任技術者等（ 主任技術者、 監理技術者又は監理技術者補佐をいう 。 以下同じ 。） 及び専門

技術者は、 こ れを兼ねる こ と ができ る 。  

（ 履行報告）  

第１ ０ 条 受注者は、設計図書に定める と こ ろによ り 、契約の履行について発注者に報告し なければなら ない。 

（ 工事関係者に関する 措置請求）  

第１ １ 条 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務（ 第９ 条第５ 項の規定によ り 主任技術者等又は専門技

術者を兼任する 現場代理人にあっては、 それら の者の職務を含む。） の執行につき 著し く 不適当と 認めら れ

る と き は、 受注者に対し て、 その理由を明示し て、 必要な措置をと る こ と を請求する こ と ができ る 。  

２  発注者又は監督員は、 主任技術者等、 専門技術者（ こ れら の者と 現場代理人を兼任する 者を除く 。） その

他受注者が工事を施工する ために使用し ている 下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき 著し く 不適

当と 認めら れる 者がある と き は、 受注者に対し て、 その理由を明示し て必要な措置をと る こ と を請求する こ

と ができ る 。  

３  受注者は、 前２ 項の規定によ る 請求があったと き は、 速やかに、 当該請求に係る 事項について決定し 、 そ

の結果を発注者に通知し なければなら ない。  

４  受注者は、 監督員がその職務の執行につき 著し く 不適当と 認めら れる と き は、 発注者に対し て、 その理由

を明示し て、 必要な措置をと る こ と を請求する こ と ができ る 。  

５  発注者は、 前項の規定によ る 請求があったと き は、 速やかに、 当該請求に係る 事項について決定し 、 その

結果を受注者に通知し なければなら ない。  

（ 工事材料の品質及び検査等）  

第１ ２ 条 工事材料の品質については、設計図書に定める と こ ろによ る 。設計図書にその品質が明示さ れてい

ない場合は、 中等の品質を有する も のと する 。  

２  受注者は、 設計図書において発注者又は監督員の検査を受けて使用する も のと 指定さ れた工事材料につ

いては、 当該検査に合格し たも のを使用し なければなら ない。 こ の場合において、 当該検査に直接要する 費

用は、 受注者の負担と する 。  

３  発注者又は監督員は、受注者から 前項の検査を求めら れたと き は、遅滞なく こ れに応じ なければなら ない。 

４  受注者は、 工事現場内に搬入し た工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出し てはなら な

い。  

５  前項の規定にかかわら ず、 受注者は、 第２ 項の検査の結果不合格と 決定さ れた工事材料については、 遅滞

なく 工事現場外に搬出し なければなら ない。  

（ 監督員の立会い及び工事記録の整備等）  

第１ ３ 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いを受けて調合し 、又は調合について見本検査を受ける

も のと 指定さ れた工事材料については、 当該立会いを受けて調合し 、 又は当該検査に合格し たも のを使用し

なければなら ない。  

２  受注者は、設計図書において監督員の立会いを受けて施工する も のと 指定さ れた工事については、当該立

会いを受けて施工し なければなら ない。  

３  受注者は、前２ 項の規定によ り 必要と さ れる 監督員の立会い又は見本検査を受ける ほか、発注者が特に必

要がある と 認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備する も のと 指定し た工事材料の調合

又は工事の施工をする と き は、 設計図書に定める と こ ろによ り 、 当該見本又は工事写真等の記録を整備し 、
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監督員の請求があったと き は、 遅滞なく こ れを提出し なければなら ない。  

４  監督員は、受注者から 第１ 項又は第２ 項の立会い若し く は見本検査を請求さ れたと き は、遅滞なく こ れに

応じ なければなら ない。  

５  第１ 項又は第３ 項の場合において、 見本検査又は見本若し く は工事写真等の記録の整備に直接要する 費

用は、 受注者の負担と する 。  

（ 支給材料、 貸与品及び発生品）  

第１ ４ 条 発注者が受注者に支給する 工事材料（ 以下「 支給材料」 と いう 。） 並びに貸与する 建設機械器具及

び工事材料（ 以下「 貸与品」 と いう 。） の品名、 数量、 品質、 規格又は性能、 引渡場所及び引渡時期は、 設計

図書に定める と こ ろによ る 。  

２  発注者又は監督員は、 支給材料又は貸与品の引渡し に当たっては、 受注者の立会いの上、 発注者の負担に

おいて、 当該支給材料又は貸与品を確認し なければなら ない。 こ の場合において、 受注者は、 当該確認の結

果、 その品名、 数量、 品質又は規格若し く は性能が設計図書の定めと 異なり 、 又は使用に適当でないと 認め

たと き は、 その旨を直ちに発注者に通知し なければなら ない。  

３  受注者は、支給材料又は貸与品の引渡し を受けたと き は、遅滞なく 発注者に受領書又は借用書を提出し な

ければなら ない。  

４  発注者は、受注者から 第２ 項の通知を受けた場合においても 、当該支給材料又は貸与品について交換その

他の措置をと る 必要がないと 認める と き は、 受注者に対し て、 その理由を明示し て、 当該支給材料又は貸与

品の使用を請求する こ と ができ る 。  

５  発注者は、前項の請求を行う こ と が適当でないと 認める と き は、当該支給材料若し く は貸与品に代えて他

の支給材料若し く は貸与品を引渡し 、 又は次項の規定によ り 支給材料若し く は貸与品の品名、 数量、 品質、

規格若し く は性能を変更し なければなら ない。  

６  発注者は、 必要がある と 認める と き は、 支給材料又は貸与品の品名、 数量、 品質、 規格若し く は性能、 引

渡場所又は引渡時期を変更する こ と ができ る 。  

７  発注者は、 前２ 項の場合において、 必要がある と 認める と き は、 工期若し く は契約金額を変更し 、 又は受

注者に損害を及ぼし たと き は必要な費用を負担し なければなら ない。  

８  受注者は、 支給材料又は貸与品の引渡し を受けた後、 当該支給材料又は貸与品に種類、 品質又は数量に関

し こ の契約の内容に適合し ないこ と （ 第２ 項の確認によ り 発見する こ と が困難であったも のに限る 。） など

があり 使用に適当でないと 認めたと き は、 その旨を直ちに発注者に通知し なければなら ない。 こ の場合にお

いては、 第４ 項及び第５ 項並びに第７ 項の規定を準用する 。  

９  受注者は、 支給材料又は貸与品若し く は工事の施工に伴い生じ た発生品を善良な管理者の注意をも って

管理し なければなら ない。  

10 受注者は、 設計図書に定める と こ ろによ り 、 工事の完了、 設計図書の変更等によ って不用と なった支給材

料又は使用目的が終了し た貸与品及び発生品を発注者に返還し なければなら ない。 こ の場合において、 貸与

品は、 修理清掃の後、 発注者又は監督員の確認を受けて引き 渡さ なければなら ない。  

11 受注者は、故意又は過失によ り 支給材料又は貸与品若し く は発生品が滅失若し く は毀損し 、又は返還が不

可能と なったと き は、 発注者の指定し た期間内に代品を納め、 若し く は原状に復し て返還し 、 又はこ れら に

代えて損害を賠償し なければなら ない。  

12 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示さ れていないと き は、監督員の指示に従わな

ければなら ない。  

（ 工事用地の確保等）  

第１ ５ 条 発注者は、 工事用地その他設計図書において発注者が提供する も のと 定めら れた工事の施工上必

要な用地（ 以下「 工事用地等」 と いう 。） を受注者が工事の施工上必要と する 日（ 設計図書に特別の定めがあ

る と き は、 その定めら れた日） ま でに確保し なければなら ない。  

２  受注者は、 確保さ れた工事用地等を善良な管理者の注意をも って管理し なければなら ない。  
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３  工事の完了、設計図書の変更等によ って工事用地等が不用と なった場合において、当該工事用地等に受注

者が所有又は管理する 工事材料、 建設機械器具、 仮設物その他の物件（ 下請負人の所有又は管理する こ れら

の物件並びに支給材料、 貸与品及び発生品を含む。） がある と き は、 受注者は当該物件を撤去（ 発注者に返

還する 支給材料、貸与品及び発生品については、発注者の指定する 場所へ搬出。以下こ の条において同じ 。）

する と と も に、 当該工事用地等を修復し 、 取り 片付けて、 発注者に明け渡さ なければなら ない。  

４  前項の場合において、 受注者が正当な理由なく 、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の

修復若し く は取り 片付けを行わないと き は、 発注者は、 受注者に代わって当該物件を処分し 、 工事用地等の

修復若し く は取り 片付けを行う こ と ができ る 。 こ の場合においては、 受注者は、 発注者の処分又は修復若し

く は取り 片付けについて異議を申し 出る こ と ができ ず、 ま た、 発注者の処分又は修復若し く は取り 片付けに

要し た費用を負担し なければなら ない。  

５  第３ 項に規定する 受注者のと る べき 措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定め

る 。  

（ 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）  

第１ ６ 条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合し ない場合において、監督員がその改造を請求し たと き は、

当該請求に従わなければなら ない。 こ の場合において、 当該不適合が監督員の指示によ る と き その他発注者

の責めに帰すべき 事由によ る と き は、 発注者は、 必要がある と 認めら れる と き は工期若し く は契約金額を変

更し 、 又は受注者に損害を及ぼし たと き は必要な費用の負担をし なければなら ない。  

２  発注者又は監督員は、 受注者が第１ ２ 条第２ 項又は第１ ３ 条第１ 項から 第３ 項ま での規定に違反し た場

合において、 必要がある と 認めら れる と き は、 工事の施工部分を破壊し て検査し 、 又は確認する こ と ができ

る 。  

３  前項に規定する ほか、発注者又は監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合し ないと 認めら れる 相当の

理由がある 場合において、 必要がある と 認めら れる と き は、 当該相当の理由を受注者に通知し て、 工事の施

工部分を最小限度破壊し て検査し 、 又は確認する こ と ができ る 。  

４  前２ 項の場合において、 検査等及び復旧に直接要する 費用は受注者の負担と する 。  

（ 条件変更等）  

第１ ７ 条 受注者は、 工事の施工に当たり 、 次の各号のいずれかに該当する 事実を発見し たと き は、 その旨を

直ちに監督員に通知し 、 その確認を請求し なければなら ない。  

⑴ 図面と 仕様書が一致し ないこ と （ こ れら の優先順位が定めら れている 場合を除く 。）。  

⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏がある こ と 。  

⑶ 設計図書の表示が明確でないこ と 。  

⑷ 工事現場の形状、 地質、 湧水等の状態、 施工上の制約等設計図書に示さ れた自然的又は人為的な施工条

件と 実際の工事現場が相違する こ と 。  

⑸ 設計図書で明示さ れていない施工条件について予期する こ と のでき ない特別な状態が生じ たこ と 。  

２  監督員は、 前項の規定によ る 確認を請求さ れたと き 、 又は自ら 同項各号に掲げる 事実を発見し たと き は、

受注者の立会いの上、 直ちに調査を行わなければなら ない。 ただし 、 受注者が立会いに応じ ない場合には、

受注者の立会いを得ずに行う こ と ができ る 。  

３  発注者は、 調査の結果（ こ れに対し てと る べき 措置を指示する 必要がある と き は、 当該指示を含む。） を

と り ま と め、 調査の終了後速やかに、 その結果を受注者に通知し なければなら ない。 ただし 、 速やかに通知

でき ないやむを得ない理由がある と き は、 通知を遅ら せる こ と ができ る 。  

４  前項の調査の結果、 第１ 項の事実が発注者と 受注者と の間において確認さ れた場合は、 発注者は、 必要が

ある と 認めら れる と き は、 設計図書の訂正又は変更を行わなければなら ない。  

５  前項の規定によ り 設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要がある と 認めら れる

と き は工期若し く は契約金額を変更し 、又は受注者に損害を及ぼし たと き は必要な費用を負担し なければな

ら ない。  
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（ 設計図書の変更）  

第１ ８ 条 発注者は、 必要がある と 認める と き は、 設計図書の変更内容を受注者に通知し て、 設計図書を変更

する こ と ができ る 。 こ の場合において、 発注者は、 必要がある と 認めら れる と き は、 工期若し く は契約金額

を変更し 、 又は受注者に損害を及ぼし たと き は必要な費用を負担し なければなら ない。  

（ 工事の中止）  

第１ ９ 条 工事用地等の確保でき ない等のため又は暴風、 豪雨、 洪水、 高潮、 地震、 地すべり 、 落盤、 火災、

騒乱、 暴動その他の自然的若し く は人為的な事象（ 以下「 天災等」 と いう 。） であって、 受注者の責めに帰す

こ と ができ ないも のによ り 工事目的物等に損害を生じ 若し く は工事現場の状態が変動し たため、受注者が工

事を施工でき ないと 認めら れる と き 、 又は第１ ７ 条第１ 項の事実についての確認が、 発注者と 受注者と の間

で一致し ない場合において、 受注者が工事を施工する こ と ができ ないと 認めら れる と き は、 発注者は、 工事

の中止について直ちに受注者に通知し て、 工事の全部又は一部の施工を一時中止さ せなければなら ない。  

２  発注者は、 前項の規定によ る ほか、 必要がある と 認める と き は、 工事の中止について受注者に通知し て、

工事の全部又は一部の施工を一時中止さ せる こ と ができ る 。  

３  発注者は、前２ 項の規定によ り 工事の施工を一時中止さ せた場合において、必要がある と 認めら れる と き

は工期若し く は契約金額を変更し 、又は受注者が工事の続行に備え工事現場等を維持する ために増加費用を

必要と し たと き 若し く は受注者に損害を及ぼし たと き は必要な費用を負担し なければなら ない。  

（ 受注者の請求によ る 工期の延長）  

第２ ０ 条 受注者は、 自己の責めに帰すこ と ができ ない事由によ り 工期内に工事を完了する こ と ができ ない

と き は、 その理由を明示し て、 発注者に工期の延長を請求する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の規定によ る 請求があった場合において、 必要がある と 認めら れる と き は、 工期を延長し

なければなら ない。 発注者は、 その工期の延長が発注者の責めに帰すべき 事由によ る 場合においては、 契約

金額について必要と 認めら れる 変更を行い、又は受注者に損害を及ぼし たと き は必要な費用を負担し なけれ

ばなら ない。  

（ 発注者の請求によ る 工期の短縮等）  

第２ １ 条 発注者は、特別の理由によ り 工期を短縮する 必要がある と き は、工期の短縮を受注者に請求する こ

と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の場合において、 必要がある と 認めら れる と き は契約金額を変更し 、 又は受注者に損害を

及ぼし たと き は必要な費用を負担し なければなら ない。  

（ 工期の変更等）  

第２ ２ 条 工期の変更については、 発注者と 受注者と が協議し て定める 。 ただし 、 協議が整わない場合には、

発注者が定め、 受注者に通知する 。  

（ 著し く 短い工期の禁止）  

第２ ２ 条の２  発注者は、工期の変更を行う と き は、こ の工事に従事する 者の労働時間その他の労働条件が適

正に確保さ れる よ う 、やむを得ない事由によ り 工事等の実施が困難である と 見込ま れる 日数等を考慮し なけ

ればなら ない。                      

（ 契約金額の変更方法等）  

第２ ３ 条 契約金額の変更については、 発注者と 受注者と が協議し て定める 。  

２  こ の契約書の規定によ り 、 受注者が増加費用を必要と し た場合又は損害を受けた場合に発注者が負担す

る 必要な費用の額については、 発注者と 受注者と が協議し て定める 。  

３  前２ 項の協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する 。  

（ 賃金又は物価の変動に基づく 契約金額の変更）  

第２ ４ 条 発注者又は受注者は、 工期内で契約締結の日から ９ 月を経過し た後に日本国内における 賃金水準

又は物価水準の変動によ り 契約金額が不適当と なったと 認めたと き は、相手方に対し て契約金額の変更を請

求する こ と ができ る 。  
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２  発注者又は受注者は、 前項の規定によ る 請求があったと き は、 変動前残工事金額（ 契約金額から 当該請求

時の既済部分に相応する 契約金額を控除し た額をいう 。 以下同じ 。） と 変動後残工事金額（ 変動後の賃金又

は物価を基礎と し て算出し た変動前残工事金額に相応する 額をいう 。 以下同じ 。） と の差額のう ち変動前残

工事金額の１ ０ ０ 分の１ を超える 額につき 、 契約金額の変更に応じ なければなら ない。  

３  変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準と し 、物価指数等に基づき 発注者と 受

注者と が協議し て定める 。 ただし 、 協議が整わない場合にあっては、 発注者が定め、 受注者に通知する 。  

４  第１ 項の規定によ る 請求は、こ の条の規定によ り 契約金額の変更を行った後再度行う こ と ができ る 。こ の

場合においては、 同項中「 契約締結の日」 と ある のは、「 直前のこ の条に基づく 契約金額変更の基準と し た

日」 と する も のと する 。  

５  特別な要因によ り 工期内に主要な工事材料の日本国内における 価格に著し い変動を生じ 、 契約金額が不

適当と なったと き は、 発注者又は受注者は、 前各項の規定によ る ほか、 契約金額の変更を請求する こ と がで

き る 。  

６  予期する こ と のでき ない特別の事情によ り 、 工期内に日本国内において急激なイ ンフ レ ーショ ン又はデ

フレ ーショ ンを生じ 、 契約金額が著し く 不適当と なったと き は、 発注者又は受注者は、 前各項の規定にかか

わら ず、 契約金額の変更を請求する こ と ができ る 。  

７  前２ 項の場合において、 契約金額の変更額については、 発注者と 受注者と が協議し て定める 。 ただし 、 協

議が整わない場合にあっては、 発注者が定め、 受注者に通知する 。  

（ 臨機の措置）  

第２ ５ 条 受注者は、 災害防止等のため必要がある と 認める と き は、 臨機の措置をと ら なければなら ない。 こ

の場合において、 受注者は、 あら かじ め発注者の意見を聴かなければなら ない。 ただし 、 緊急やむを得ない

事情がある と き は、 こ の限り でない。  

２  前項の場合においては、 受注者は、 そのと った措置の内容を発注者に直ちに通知し なければなら ない。  

３  発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要がある と 認める と き は、受注者に対し て臨機の措置をと

る こ と を請求する こ と ができ る 。  

４  受注者が第１ 項又は前項の規定によ り 臨機の措置をと った場合において、 当該措置に要し た費用のう ち

受注者が契約金額の範囲内において負担する こ と が適当でないと 認めら れる 部分については、発注者が負担

する 。  

（ 一般的損害）  

第２ ６ 条 工事目的物の引渡し 前に、 工事の既済部分、 検査済持込工事材料、 支給材料、 貸与品又は発生品に

ついて生じ た損害その他工事の施工に関し て生じ た損害については、受注者がその費用を負担する 。ただし 、

その損害（ 火災保険その他の保険等によ り てん補さ れた部分を除く 。） のう ち発注者の責めに帰すべき 事由

によ り 生じ たも のについては、 発注者が負担する 。  

（ 第三者に及ぼし た損害）  

第２ ７ 条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼし たと き は、 受注者がその損害を賠償し なければなら ない。

ただし 、 その損害（ 火災保険その他の保険等によ り てん補さ れた部分を除く 。 以下こ の条において同じ 。）

のう ち発注者の責めに帰すべき 事由によ り 生じ たも のについては、 発注者が負担する 。  

２  前項の規定にかかわら ず、工事の施工に伴い通常避ける こ と ができ ない地盤沈下、地下水の断絶等の理由

によ り 第三者に損害を及ぼし たと き は、 発注者がその損害を負担し なければなら ない。 ただし 、 その損害の

う ち工事の施工について受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ と によ り 生じ たも のについては、受注

者が負担する 。  

３  前２ 項の場合その他工事の施工について第三者と の間に紛争を生じ た場合においては、 発注者及び受注

者は協力し てその処理解決に当たる も のと する 。  

（ 天災その他の不可抗力によ る 損害）  

第２ ８ 条 工事目的物の引渡し 前に、 天災等（ 設計図書で基準を定めたも のにあっては、 当該基準を超える も
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のに限る 。） で発注者と 受注者のいずれの責めにも 帰すこ と ができ ないも の（ 以下「 不可抗力」 と いう 。） に

よ り 、 工事の既済部分、 仮設物、 検査済持込材料、 支給材料、 貸与品、 発生品又は建設機械器具に損害が生

じ たと き は、 受注者は、 その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知し なければなら ない。  

２  発注者は、 前項の規定によ る 通知を受けたと き は、 直ちに調査を行い、 同項の損害（ 受注者が善良な管理

者の注意義務を怠ったこ と に基づく も の及び火災保険その他の保険等によ り てん補さ れた部分を除く 。以下

こ の条において「 損害」 と いう 。） の状況を確認し 、 その結果を受注者に通知し なければなら ない。  

３  受注者は、前項の規定によ り 損害の状況が確認さ れたと き は、損害によ る 費用の負担を発注者に請求する

こ と ができ る 。  

４  発注者は、 前項の規定によ り 受注者から 損害によ る 費用の負担の請求があったと き は、 当該損害の額（ 工

事の既済部分、 仮設物、 検査済持込材料、 支給材料、 貸与品、 発生品又は建設機械器具であって検査又は立

会いその他工事に関する 記録等によ り 確認する こ と ができ る も のに係る 損害の額に限る 。） 及び当該損害の

取片付けに要する 費用の額の合計額（ 以下「 損害合計額」 と いう 。） のう ち契約金額の１ ０ ０ 分の１ を超え

る 額を負担し なければなら ない。ただし 、災害応急対策又は災害復旧に関する 工事における 損害については、

発注者が損害合計額を負担する も のと する 。  

５  損害の額は、 次の各号に掲げる 損害につき 、 それぞれ当該各号に定める と こ ろによ り 、 算定する 。  

⑴ 工事の既済部分に関する 損害 

損害を受けた既済部分に相応する 契約金額相当額と し 、 残存価値がある 場合にはその評価額を差し 引い

た額と する 。  

⑵ 検査済持込材料、 支給材料、 貸与品又は発生品に関する 損害 

損害を受けた検査済持込材料、 支給材料、 貸与品又は発生品に相応する 契約金額相当額と し 、 残存価値

がある 場合にはその評価額を差し 引いた額と する 。  

⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する 損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と 認めら れる も のについて、 当該工事で償却する こ と

と し ている 償却費の額から 損害を受けた時点における 既済部分に相応する 償却費の額を差し 引いた額と

する 。 ただし 、 修繕によ り その機能を回復する こ と ができ 、 かつ、 修繕費の額が上記の額よ り 少額である

も のについては、 その修繕費の額と する 。  

６  数次にわたる 不可抗力によ り 損害合計額が累積し た場合における 第２ 次以降の不可抗力によ る 損害合計

額の負担については、 第４ 項中「 当該損害の額」 と ある のは「 損害の額の累計」 と 、「 当該損害の取片付けに

要する 費用の額」 と ある のは「 損害の取片付けに要する 費用の額の累計」 と 、「 契約金額の１ ０ ０ 分の１ を

超える 額」 と ある のは「 契約金額の１ ０ ０ 分の１ を超える 額から 既に負担し た額を差し 引いた額」 と 、「 損

害合計額を」 と ある のは「 損害合計額から 既に負担し た額を差し 引いた額を」 と し て同項を適用する 。  

（ 契約金額の変更に代える 設計図書の変更）  

第２ ９ 条 発注者は、 第７ 条、 第１ ４ 条、 第１ ６ 条から 第２ １ 条ま で、 第２ ４ 条から 第２ ６ 条ま で、 前条又は

第３ ３ 条の規定によ り 契約金額を増額すべき 場合又は費用を負担すべき 場合において、特別の理由がある と

き は、 契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更する こ と ができ る 。 こ の場合にお

いて、 設計図書の変更内容は、 発注者と 受注者と が協議し て定める 。 ただし 、 協議が整わない場合には、 発

注者が定め、 受注者に通知する 。  

（ 検査及び引渡し ）  

第３ ０ 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 直ちに発注者に対し て、 検査の請求をし なけれ

ばなら ない。  

⑴ 工事が完了し たと き 。  

⑵ 工事の施工中でなければその検査が不可能なと き 、 又は著し く 困難なと き 。  

⑶ その他必要がある と き 。  

２  発注者は、 前項第１ 号の検査（ 以下「 完了検査」 と いう 。） の請求を受けたと き は、 その日から 起算し て
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１ ４ 日以内に、前項第２ 号及び第３ 号に係る 検査の請求を受け、その請求を相当と 認めたと き は、遅滞なく 、

それぞれ受注者の立会いを求め、 検査を完了し なければなら ない。 こ の場合において、 発注者は、 必要があ

る と 認めら れる と き は、 その理由を通知し て、 工事目的物を最小限度破壊し て検査する こ と ができ る 。  

３  第１ 項の規定にかかわら ず、 発注者は、 必要がある と 認める と き は、 受注者に通知の上、 その立会いを求

め、 検査を行う こ と ができ る 。 こ の場合において、 発注者は、 必要がある と 認めら れる と き は、 その理由を

通知し て、 工事目的物を最小限度破壊し て検査する こ と ができ る 。  

４  受注者は、前２ 項の検査に立ち会わなかったと き は、検査の結果について異議を申し 立てる こ と ができ な

い。  

５  検査に要する 費用及び検査のため変質、 変形、 消耗又は毀損し たも のを原状に復する 費用は、 全て受注者

の負担と する 。  

６  第２ 項の完了検査に合格し たと き をも って、工事目的物の引渡し を完了し たも のと する 。こ の場合におい

て、 工事目的物が受注者の所有に属する と き は、 その所有権は、 引渡し によ り 発注者に移転する 。  

７  受注者は、第２ 項の完了検査に合格し ない場合で、発注者が特に１ 回に限り 改造又は補修を認めたと き は、

直ちにこ れを完了し なければなら ない。 こ の場合において、 改造又は補修が完了し たと き は、 第２ 項、 第４

項、 第５ 項及び前項の規定を準用する 。  

８  前項の改造又は補修が直ちに完了し ないと き 、 又はその検査に合格し ないと き は、 発注者は、 工期経過後

の日数に応じ 、 受注者から 遅延違約金を徴収する 。 こ の場合においては、 第４ ２ 条第１ 項及び第２ 項の規定

を準用する 。  

（ 契約代金の支払）  

第３ １ 条 受注者は、前条第２ 項又は第７ 項の完了検査に合格し たと き は、契約代金の支払を請求する こ と が

でき る 。  

２  発注者は、前項の規定によ る 請求を受けたと き は、その日から 起算し て４ ０ 日以内に契約代金を支払わな

ければなら ない。  

３  発注者がその責めに帰すべき 事由によ り 前条第２ 項の期間内に検査をし ないと き は、 その期限を経過し

た日から 検査をし た日ま での期間の日数（ 以下「 遅延日数」 と いう 。） は、 前項の期間（ 以下「 約定期間」 と

いう 。） の日数から 差し 引く も のと する 。 こ の場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超える と き

は、 約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了し たも のと みなす。  

（ 契約保証金）  

第３ ２ 条 契約保証金は、 契約金額が増減さ れたと き は、 こ れに応じ て増減する も のと する 。 ただし 、 既納保

証金が未払の契約金額の１ ０ 分の１ 以上ある と き は、 受注者は、 更なる 納入を要し ない。  

２  発注者は、 第３ ０ 条第２ 項又は第７ 項の完了検査に合格し たと き 、 又は第４ ４ 条第１ 項、 第４ ５ 条若し く

は第４ ５ 条の２ 第１ 項の規定によ り 契約が解除さ れたと き は、 受注者の請求によ り 、 ４ ０ 日以内に契約保証

金を返還する 。  

３  発注者は、 契約保証金について、 利息を付さ ない。  

４  受注者が、 契約保証金の納付に代えて、 保険会社と の間に東京都を被保険者と する 履行保証保険契約（ 以

下「 契約保証金に代わる 履行保証保険契約」 と いう 。） を締結する 場合又は公共工事の前払金保証事業に関

する 法律（ 昭和２ ７ 年法律第１ ８ ４ 号） 第２ 条第４ 項に規定する 保証事業会社（ 以下「 保証事業会社」 と い

う 。） の保証（ 以下「 契約保証金に代わる 担保」 と いう 。） を受ける 場合は、 当該保険契約及び保証は第４ ６

条の２ 第３ 項各号に規定する 者によ る 契約の解除の場合についても 保証する も のでなければなら ない。       

（ 部分使用）  

第３ ３ 条 発注者は、第３ ０ 条第６ 項の規定によ る 引渡し 前においても 、工事目的物の全部又は一部を受注者

の承諾を得て使用する こ と ができ る 。  

２  前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をも って使用し なければなら ない。 

３  発注者は、 第１ 項の規定によ り 工事目的物の全部又は一部を使用し たこ と によ って受注者に損害を及ぼ
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し たと き は、 必要な費用を負担し なければなら ない。  

（ 前金払）  

第３ ４ 条 発注者は、契約書で前払金の支払を約し た場合において、受注者が保証事業会社と 契約書記載の工

期を保証期限と する 公共工事の前払金保証事業に関する 法律第２ 条第５ 項に規定する 保証契約（ 以下「 保証

契約」 と いう 。） を締結し たと き は、 受注者の請求によ り 、 次の各号に掲げる 額（ １ ０ 万円未満の端数は切り

捨てる 。） を前払金と し て支払う 。  

⑴  契約金額が７ ２ 億円未満の場合は、 当該契約金額の４ ０ パーセント を超えない範囲内で、 ７ 億２ 千万円

を限度と する 額。  

⑵  契約金額が７ ２ 億円以上の場合は、 当該契約金額の１ ０ パーセント を超えない範囲の額。  

２  受注者は、 前項の前払金の支払を受けよ う と する と き は、 こ の契約締結後（ 発注者が別に前払金の請求時

期を定めたと き は、 その時期） に、 保証事業会社と 締結し た保証契約を証する 書面（ 以下「 保証証書」 と い

う 。） を発注者に提出し た上で前払金の請求をし なければなら ない。  

３  発注者は、 前項の請求を受けたと き は、 遅滞なく 第１ 項の前払金を支払う 。  

４  債務負担行為を伴う 工事等の前払金が、 当該年度支払限度額を超える 場合は、 第１ 項の規定にかかわら

ず        円を超える 額は請求でき ないも のと する 。  

５  前項の規定によ り 、前払金の全部又は一部を支払わなかった場合においては、発注者の定める と こ ろによ

り 、 受注者は翌年度以降に前払金の請求をする も のと する 。  

（ 契約金額の増減によ る 前払金の追加払又は返還）  

第３ ５ 条 発注者は、前条第１ 項の規定によ り 前金払をし た後、設計図書の変更その他の理由によ り 契約金額

を変更し た場合において、 その増減額が著し いため、 前払金の額が不適当と 認めら れる に至ったと き は、 発

注者の定める と こ ろによ り 、 前払金を追加払し 、 又は返還さ せる こ と がある 。  

２  受注者は、 前項の規定によ り 、 発注者が前払金の追加払を認めた場合は、 前払金の追加払を請求する こ と

ができ る 。  

３  受注者は、 発注者から 第１ 項の規定によ る 前払金の返還請求を受けたと き は、 当該契約変更の日以後、 発

注者が指定する 日ま でに返還し なければなら ない。  

４  前項の場合において、受注者が返還期限ま でに前払金を返還し ないと き は、返還期限の翌日から 返還の日

ま での日数に応じ 、 未返還額につき こ の契約の締結時における 国の債権の管理等に関する 法律施行令 （ 昭

和３ １ 年政令第３ ３ ７ 号）  第２ ９ 条第 1 項に規定する 財務大臣が定める 率（ 以下「 財務大臣が定める 率」

と いう 。）（ 年当たり の割合は、 閏(じ ゅ ん)年の日を含む期間についても 、 ３ ６ ５ 日の割合と する 。） で計算し

た額（ １ ０ ０ 円未満の端数がある と き 、 又は１ ０ ０ 円未満である と き は、 その端数額又はその全額を切り 捨

てる 。） を遅延利息と し て支払わなければなら ない。  

（ 保証契約の変更）  

第３ ６ 条 受注者は、前条第１ 項の規定によ る 前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更し た

と き は、 直ちに変更後の保証証書を発注者に提出し なければなら ない。  

２  受注者は、 前条第２ 項の規定によ り 、 前払金の追加払を受けよ う と する と き は、 当該契約変更の日以後、

保証契約を変更し 、 変更後の保証証書を発注者に提出し た上で、 請求し なければなら ない。  

３  受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わり その旨を保証事業

会社に直ちに通知する も のと する 。  

（ 前払金の使途制限及び返還）  

第３ ７ 条 受注者は、 前払金をこ の工事に必要な経費以外の経費に充ててはなら ない。  

２  受注者は、 前項の規定に違反し た場合又は保証契約が解約さ れた場合は、 既に支払われた前払金を、 直ち

に発注者に返還し なければなら ない。  

３  受注者は、前項の規定によ り 前払金を返還する 場合は、前払金の支払の日から 返還の日までの日数に応じ 、

当該返還額に財務大臣が定める 率（ 年当たり の割合は、 閏(じ ゅ ん)年の日を含む期間についても 、 ３ ６ ５ 日
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の割合と する 。 )で計算し た額(１ ０ ０ 円未満の端数がある と き 、 又は１ ０ ０ 円未満である と き は、 その端数

額又はその全額を切り 捨てる 。） を利息と し て支払わなければなら ない。  

（ 中間前金払）  

第３ ７ 条の２  発注者は、 受注者が中間前金払に係る 認定を受け、 かつ、 保証事業会社と 中間前払金に関し 契

約書記載の工期を保証期限と する 保証契約を締結し たと き は、受注者の請求によ り 、次の各号に掲げる 額（ １

０ 万円未満の端数は切り 捨てる 。） を中間前払金と し て支払う 。 ただし 、 第３ ８ 条の規定によ る 部分払を行

う 場合は、 こ の限り でない。  

⑴   契約金額が７ ２ 億円未満の場合は、 当該契約金額の２ ０ パーセント を超えない範囲内で、 ３ 億６ 千万

円を限度と する 額。  

⑵   契約金額が７ ２ 億円以上の場合は、 当該契約金額の５ パーセント を超えない範囲の額。  

２  受注者は、 前項の認定を受けよ う と する と き は、 あら かじ め、 発注者に対し て書面によ り 認定の請求をし

なければなら ない。  

３  発注者は、 前項の請求があったと き は、 遅滞なく 認定を行い、 当該認定の結果を受注者に通知し なければ

なら ない。  

４  受注者は、 第１ 項の中間前払金の支払を受けよ う と する と き は、 前項の認定結果の通知を受けた後（ 発注

者が別に中間前払金の請求時期を定めたと き は、 その時期） に、 保証証書を発注者に提出し た上で、 中間前

払金の請求をし なければなら ない。  

５  発注者は、 前項の請求を受けたと き は、 遅滞なく 第１ 項の中間前払金を支払う 。  

６  第３ ５ 条から 前条ま での規定は、 中間前払金を支払った場合について準用する 。  

（ 部分払）  

第３ ８ 条 発注者は、工事の完了前において、受注者の部分払請求を相当と 認める と き（ 入札心得等において、

受注者の部分払請求回数について制限を定めた場合は、 その回数の範囲内で相当と 認める と き )は、 検査に

合格し た既済部分に相応する 契約金額相当額(以下「 既済部分の代価」 と いう 。） の１ ０ 分の９ 以内で発注者

が定める 金額を支払う こ と ができ る 。 製作及びすえ付けその他の工事に関し 、 完成し た製作品で検査に合格

し て現場に持込みを終わったも の又は発注者の都合によ り 現場持込みが困難と 認めら れる 製作品で、検査に

合格し て発注者の指定する 場所へ持込みが終わったも のについては、 発注者は、 工事完了前において、 受注

者の部分払請求を相当と 認める と き は、その製作品に相応する 契約金額相当額（ 以下「 製作代価」 と いう 。）

の１ ０ 分の９ 以内で発注者が定める 金額を支払う こ と ができ る 。 こ の場合においては、 第３ １ 条第１ 項及び

第２ 項の規定を準用する 。  

２  前項の既済部分の代価（ 製作代価を含む。 以下同じ 。） は、 発注者が認定する 。  

３  第３ ４ 条の規定によ り 前払金が支払われている 場合の部分払の額は、 前２ 項の規定によ り 算定し た部分

払の額から 、当該前払金の額に契約金額に対する 既済部分の代価の割合を乗じ て得た額を控除し た額の範囲

内と し 、 次の式によ り 算定する 。  

                        9         前払金額 

 部分払いの額 ≦ 既済部分の代価 ×     ─   ―   ────       

                     10      契約金額 

４  第１ 項の規定によ る 支払の対象と なった既済部分又は製作品が受注者の所有に属する と き は、 その所有

権は、 支払によ り 受注者から 発注者に移転する 。 ただし 、 目的物全部の引渡し が完了する ま での保管は、 受

注者の責任と し 、 目的物全部の引渡し ま でに生じ た損害については、 第２ ６ 条、 第２ ７ 条及び第２ ８ 条の規

定を準用する 。  

（ 一部完了）  

第３ ９ 条 工事目的物について、発注者が設計図書において、工事の完了に先立って引渡し を受ける べき こ と

を指定し た部分（ 以下「 指定部分」 と いう 。） がある 場合において、 指定部分の工事が完了し たと き は、 第３

０ 条中「 工事」 と ある のは「 指定部分に係る 工事」 と 、「 工事目的物」 と ある のは「 指定部分に係る 工事目的



- 211 - 

 

物」 と 、 第３ １ 条中「 契約代金」 と ある のは、「 指定部分に相応する 契約代金」 と 読み替えて、 こ れら の規定

を準用する 。  

（ 前払金等の不払に対する 工事中止）  

第４ ０ 条 受注者は、 発注者が第３ ４ 条の規定に基づく 支払若し く は第３ ７ 条の２ の規定に基づく 支払又は

前条において準用さ れる 第３ １ 条の規定に基づく 支払を遅延し 、相当の期間を定めてその支払を請求し たに

も かかわら ず支払をし ないと き は、 工事の全部又は一部の施工を一時中止する こ と ができ る 。 こ の場合にお

いて、 受注者は、 その理由を明示し てその旨を直ちに発注者に通知し なければなら ない。  

２  発注者は、前項の規定によ り 受注者が工事の施工を中止し た場合において、必要がある と 認めら れる と き

は工期若し く は契約金額を変更し 、又は受注者が工事の続行に備え工事現場等を維持する ために増加費用を

必要と し 若し く は受注者に損害を及ぼし たと き は必要な費用を負担し なければなら ない。  

（ 契約不適合責任）  

第４ １ 条 発注者は、 引き 渡さ れた工事目的物が種類又は品質に関し て契約の内容に適合し ないも の（ 以下

「 契約不適合」 と いう 。） である と き は、 受注者に対し 、 目的物の修補又は代替物の引渡し によ る 履行の追

完を請求する こ と ができ る 。 ただし 、 その履行の追完に過分の費用を要する と き は、 発注者は、 履行の追完

を請求する こ と ができ ない。  

２  前項の場合において、 受注者は、 発注者に不相当な負担を課する も のでないと き は、 発注者が請求し た方

法と 異なる 方法によ る 履行の追完をする こ と ができ る 。                      

３  第１ 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし 、その期間内に履行の追完が

ないと き は、 発注者は、 その不適合の程度に応じ て代金の減額を請求する こ と ができ る 。 ただし 、 次の各号

のいずれかに該当する 場合は、 催告をする こ と なく 、 直ちに代金の減額を請求する こ と ができ る 。         

⑴ 履行の追完が不能である と き 。  

⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する 意思を明確に表示し たと き 。  

⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示によ り 、 特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約を

し た目的を達する こ と ができ ない場合において、受注者が履行の追完をし ないでその時期を経過し たと き 。     

⑷ 前３ 号に掲げる 場合のほか、 発注者がこ の項の規定によ る 催告をし ても 履行の追完を受ける 見込みがな

いこ と が明ら かである と き 。  

４  受注者が契約不適合の履行の追完に応じ ないと き は、発注者は、受注者の負担でこ れを修補する こ と がで

き る 。 なお、 こ のために受注者に損害が生じ ても 、 発注者は、 その賠償の責めを負わない。   

（ 履行遅滞の場合における 違約金等）  

第４ ２ 条 受注者の責めに帰すべき 事由によ り 工期内に工事を完了する こ と ができ ない場合において、 工期

経過後相当の期間内に完了する 見込みのある と き は、発注者は受注者から 遅延違約金を徴収し て工期を延長

する こ と ができ る 。  

２  前項の遅延違約金の額は、 契約金額につき 遅延日数に応じ 、 財務大臣が定める 率（ 年当たり の割合は、 閏

(じ ゅ ん)年の日を含む期間についても ３ ６ ５ 日の割合と する 。） で計算し た額（ １ ０ ０ 円未満の端数がある と

き 、又は１ ０ ０ 円未満である と き は、その端数額又はその全額を切り 捨てる 。） と する 。こ の場合において、

検査に合格し た指定部分（ 他の部分と 明確に区分でき る ため、 分割し て引渡し を受けても 支障がないと 発注

者が認める 履行部分を含む。） がある と き は、 こ れに相応する 契約金額相当額を遅延違約金の算定に当たり

契約金額から 控除する 。  

（ 発注者の催告によ る 解除権）  

第４ ３ 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は、相当の期間を定めてその履行の催告を

し 、 その期間内に履行がないと き は、 こ の契約を解除する こ と ができ る 。 ただし 、 その期間を経過し た時に

おける 債務の不履行がこ の契約及び取引上の社会通念に照ら し て軽微である と き は、 こ の限り でない。  

⑴  正当な理由なく 、 工事に着手すべき 期日を過ぎても 工事に着手し ないと き 。  

⑵ 工期内に完了し ないと き 、 又は工期経過後相当の期間内に工事を完了する 見込みがないと 認めら れる と
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き 。  

⑶ 第９ 条第１ 項第２ 号に掲げる 者を設置し なかったと き 。  

⑷ 正当な理由なく 、 第４ １ 条第１ 項の履行の追完がなさ れないと き 。       

⑸ 前各号に掲げる 場合のほか、 こ の契約に違反し たと き 。  

（ 発注者の催告によ ら ない解除権）  

第４ ３ 条の２  発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は、直ちにこ の契約を解除する こ と が

でき る 。  

⑴ 第４ 条第１ 項の規定に違反し 、 契約代金債権を譲渡し たと き 。                        

⑵ こ の契約の目的物を完成さ せる こ と ができ ないこ と が明ら かである と き 。                  

⑶ 引き 渡さ れた工事目的物に契約不適合がある 場合において、 その不適合が目的物を除却し た上で再び建

設し なければ、 契約の目的を達成する こ と ができ ないも のである と き 。            

⑷ 受注者がこ の契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する 意思を明確に表示し たと き 。            

⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である 場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する 意思を 明

確に表示し た場合において、 残存する 部分のみでは契約をし た目的を達する こ と ができ ないと き 。  

⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示によ り 、 特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約を

し た目的を達する こ と ができ ない場合において、 受注者が履行をし ないでその時期を経過し たと き 。  

⑺ 前各号に掲げる 場合のほか、 受注者がその債務の履行をせず、 発注者が前条の催告をし ても 契約をし た

目的を達する のに足り る 履行がさ れる 見込みがないこ と が明ら かである と き 。        

⑻ 暴力団（ 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第７ ７ 号） 第２ 条第２ 号に規

定する 暴力団をいう 。 又は暴力団員（ 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律第２ 条第６ 号に規

定する 暴力団員をいう 。） が経営に実質的に関与し ている と 認めら れる 者に契約代金債権を譲渡し たと き 。     

⑼ 第４ ５ 条又は第４ ５ 条の２ の規定によ ら ないでこ の契約の解除を申し 出たと き 。  

⑽ 地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の４ 第１ 項の規定に該当する と 判明し たと き 。   

⑾ 公正取引委員会が受注者に対し 、 こ の契約に関し て、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する 法律

（ 昭和２ ２ 年法律第５ ４ 号） 第７ 条若し く は第８ 条の２ の規定に基づく 排除措置命令（ 以下「 排除措置命

令」 と いう 。） 若し く は同法第７ 条の２ （ 同法８ 条の３ において準用する 場合を含む。） の規定に基づく 課

徴金の納付命令（ 以下「 納付命令」 と いう 。） が確定し たと き 、 又は排除措置命令若し く は納付命令におい

て、 こ の契約に関し て、 同法第３ 条若し く は第８ 条第１ 号の規定に違反する 行為の実行と し ての事業活動

があったと さ れたと き 。  

⑿ こ の契約に関し て、 受注者（ 受注者が法人の場合については、 その役員又はその使用人） の刑法（ 明治

４ ０ 年法律第４ ５ 号） 第９ ６ 条の６ 又は同法第１ ９ ８ 条の規定によ る 刑が確定し たと き 。  

（ 発注者の責めに帰すべき 事由によ る 場合の解除の制限）  

第４ ３ 条の３  第４ ３ 条各号又は前条各号に定める 場合が発注者の責めに帰すべき 事由によ る も のである と

き は、 発注者は、 前２ 条の規定によ る 契約の解除をする こ と ができ ない。             

（ 協議解除）  

第４ ４ 条 発注者は、 工事が完了する ま での間は、 第４ ３ 条及び第４ ３ 条の２ の規定によ る ほか、 必要がある

と き は、 受注者と 協議の上、 契約を解除する こ と ができ る 。  

２  発注者は前項の規定によ り こ の契約を解除し た場合において、受注者に損害を及ぼし たと き は、その損害

を賠償し なければなら ない。  

（ 受注者の催告によ る 解除権）  

第４ ５ 条 受注者は、 発注者がこ の契約に違反し たと き は、 相当の期間を定めてその履行の催告をし 、 その期

間内に履行がないと き は、 こ の契約を解除する こ と ができ る 。 ただし 、 その期間を経過し た時における 債務

の不履行がこ の契約及び取引上の社会通念に照ら し て軽微である と き は、 こ の限り でない。           

（ 受注者の催告によ ら ない解除権）  
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第４ ５ 条の２  受注者は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 直ちにこ の契約を解除する こ と ができ る 。    

⑴ 第１ ８ 条の規定によ り 設計図書を変更し たため契約金額が３ 分の２ 以上減少し たと き 。  

⑵ 第１ ９ 条の規定によ る 工事の施工の中止期間が当初の工期の１ ０ 分の５ （ 工期の１ ０ 分の５ が１ ８ ０ 日

を超える と き は、 １ ８ ０ 日） を超えたと き 。 ただし 、 中止が工事の一部のみの場合は、 その一部を除いた

他の部分の工事が完了し た後９ ０ 日を経過し ても 、 その中止が解除さ れないと き 。  

２  前項第２ 号の場合において、 日数の計算は、 第１ 条第２ 項の規定を準用する 。  

（ 受注者の責めに帰すべき 事由によ る 場合の解除の制限）   

第４ ５ 条の３  第４ ５ 条又は前条第１ 項各号に定める 場合が受注者の責めに帰すべき 事由によ る も のである

と き は、 受注者は、 前２ 条の規定によ る 契約の解除をする こ と ができ ない。           

（ 解除等に伴う 措置）  

第４ ６ 条 発注者は、 工事の完了前にこ の契約が解除さ れた、 又は受注者がその債務の履行を拒否し 、 若し く

は、 受注者の債務について履行不能と なった場合（ 以下「 契約が解除さ れた場合等」 と いう 。） においては、

既済部分を検査の上、 当該検査に合格し た部分及び必要と 認める 持込工事材料に対し て、 相当と 認める 金額

（ 第３ ８ 条の規定によ る 部分払をし ている と き は、 既支払の部分払金額を控除し た額） を支払い、 その引渡

し を受ける も のと する 。 こ の場合において、 発注者は、 必要がある と 認めら れる と き は、 その理由を受注者

に通知し て、 既済部分を最小限度破壊し て検査する こ と ができ る 。  

２  前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

３  第１ 項の場合において、 第３ ４ 条の規定によ る 前金払又は第３ ７ 条の２ の規定によ る 中間前金払をし た

と き は、 当該前払金の額（ 第３ ８ 条の規定によ る 部分払をし たと き は、 その部分払において償却し た前払金

の額を控除し た額） 及び当該中間前払金の額を、第１ 項の規定によ る 支払額から 控除する 。なお、受注者は、

受領済みの前払金の額及び中間前払金の額に余剰がある と き は、発注者の指定する 日ま でに発注者に返還し

なければなら ない。 こ の場合においては、 第３ ５ 条第４ 項の規定を準用する 。  

４  受注者は、 契約が解除さ れた場合等において、 第１ ４ 条の規定によ る 貸与品又は発生品がある と き は、 当

該貸与品又は発生品を発注者に返還し なければなら ない。 こ の場合において、 当該貸与品又は発生品が受注

者の故意又は過失によ り 滅失又は毀損し たと き は、 代品を納め、 若し く は原状に復し て返還し 、 又はこ れら

に代えてその損害を賠償し なければなら ない。  

５  受注者は、 契約が解除さ れた場合等において、 第１ ４ 条の規定によ る 支給材料がある と き は、 第１ 項の既

済部分の検査に合格し た部分に使用さ れている も のを除き 、 発注者に返還し なければなら ない。 こ の場合に

おいて、 当該支給材料が受注者の故意若し く は過失によ り 滅失若し く は毀損し たと き 、 又は既済部分の検査

に合格し なかった部分に使用さ れている と き は、 代品を納め、 若し く は原状に復し て返還し 、 又はこ れら に

代えてその損害を賠償し なければなら ない。  

６  受注者は、 契約が解除さ れた場合等において、 工事用地等に受注者が所有又は管理する 工事材料、 建設機

械器具、 仮設物その他の物件（ 下請負人の所有又は管理する こ れら の物件並びに支給材料、 貸与品及び発生

品を含む。） がある と き は、 受注者は、 当該物件を撤去（ 発注者に返還する 支給材料、 貸与品及び発生品につ

いては、 発注者の指定する 場所へ搬出。 以下こ の条において同じ 。） する と と も に、 工事用地等を修復し 、 取

り 片付けて、 発注者に明け渡さ なければなら ない。  

７  前項の場合において、 受注者が正当な理由なく 、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の

修復若し く は取り 片付けを行わないと き は、 発注者は、 受注者に代わって当該物件を処分し 、 工事用地等の

修復若し く は取り 片付けを行う こ と ができ る 。 こ の場合においては、 受注者は、 発注者の処分又は修復若し

く は取り 片付けについて異議を申し 出る こ と ができ ず、 ま た、 発注者の処分又は修復若し く は取り 片付けに

要し た費用を負担し なければなら ない。  

８  第４ 項、 第５ 項及び第６ 項に規定する 受注者のと る べき 措置の期限、 方法等については、 第４ ３ 条、 第４

３ 条の２ 、第４ ６ 条の２ 第２ 項第２ 号又は同条第３ 項の規定によ り 契約が解除さ れた場合等においては発注

者が定め、 第４ ４ 条、 第４ ５ 条又は第４ ５ 条の２ の規定によ り 契約が解除さ れた場合においては、 発注者と
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受注者と が協議し て定める も のと する 。  

９  工事の完了後にこ の契約が解除さ れた場合は、 解除に伴い生じ る 事項の処理については発注者及び受注

者が民法の規定に従って協議し て決める 。                           

（ 発注者の損害賠償請求等）  

第４ ６ 条の２  発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は、こ れによ って生じ た損害の賠償を

請求する こ と ができ る 。  

⑴ こ の工事目的物に契約不適合がある と き 。          

⑵ 第４ ３ 条又は第４ ３ 条の２ の規定によ り 、 工事目的物の完成後にこ の契約が解除さ れたと き 。         

⑶ 前２ 号に掲げる 場合のほか、 債務の本旨に従った履行をし ないと き 又は債務の履行が不能である と き 。     

２  次の各号のいずれかに該当する と き は、 前項の損害賠償に代えて、 受注者は、 契約金額の１ ０ 分の１ に相

当する 額を違約金と し て発注者の指定する 期間内に支払わなければなら ない。  

⑴ 第４ ３ 条又は第４ ３ 条の２ の規定によ り 工事目的物の完成前にこ の契約が解除さ れたと き 。        

⑵ 工事目的物の完成前に、 受注者がその債務の履行を拒否し 、 又は受注者の責めに帰すべき 事由によ って

受注者の債務について履行不能と なったと き 。             

３  次の各号に掲げる 者がこ の契約を解除し た場合は、 前項第２ 号に該当する 場合と みなす。            

⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法（ 平成１ ６ 年法律第７ ５ 号） の規定

によ り 選任さ れた破産管財人 

⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法（ 平成１ ４ 年法律第１ ５ ４ 号）

の規定によ り 選任さ れた管財人 

⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法（ 平成１ １ 年法律第２ ２ ５ 号）

の規定によ り 選任さ れた再生債務者等   

４  第１ 項各号及び第２ 項各号に定める 場合（ 前項の規定によ り 第２ 項第２ 号に該当する 場合と みなさ れる

場合を除く 。） がこ の契約及び取引上の社会通念に照ら し て受注者の責めに帰する こ と ができ ない事由によ

る も のである と き は、 第１ 項及び第２ 項の規定は適用し ない。  

５  第２ 項に該当する 場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる 履行保証保険契約の締結又は契

約保証金に代わる 担保の提供が行われている と き は、 発注者は、 当該契約保証金、 契約保証金に代わる 履行

保証保険契約又は契約保証金に代わる 担保をも って同項の違約金に充当する こ と ができ る 。 ただし 、 契約保

証金に代わる 履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる 担保の提供が行われている 場合であって、こ

の契約の解除が、 第４ ３ 条の２ 第８ 号及び第１ ０ 号から 第１ ２ 号の規定によ る と き はこ の限り ではない。     

（ 受注者の損害賠償請求等）  

第４ ６ 条の３  受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する 場合はこ れによ って生じ た損害の賠償を

請求する こ と ができ る 。 ただし 、 当該各号に定める 場合がこ の契約及び取引上の社会通念に照ら し て発注者

の責めに帰する こ と ができ ない事由によ る も のである と き は、 こ の限り でない。  

⑴ 第４ ５ 条又は第４ ５ 条の２ の規定によ り こ の契約が解除さ れたと き 。                   

⑵ 前号に掲げる 場合のほか、 債務の本旨に従った履行をし ないと き 又は債務の履行が不能である と き 。      

２  第３ １ 条第２ 項（ 第３ ９ 条において準用する 場合を含む。） の規定によ る 契約代金の支払が遅れた場合に

おいては、 受注者は、 未受領金額につき 遅延日数に応じ 、 政府契約の支払遅延防止等に関する 法律（ 昭和２

４ 年法律第２ ５ ６ 号） 第８ 条第１ 項の規定によ り 財務大臣が決定する 率（ 年当たり の割合は、 閏(じ ゅ ん)年

の日を含む期間についても ３ ６ ５ 日の割合と する 。） で計算し た額（ １ ０ ０ 円未満の端数がある と き 、 又は

１ ０ ０ 円未満である と き は、 その端数額又はその全額を切り 捨てる 。） の支払を発注者に請求する こ と がで

き る 。    

（ 契約不適合責任期間等）  

第４ ６ 条の４  発注者は、 引き 渡さ れた工事目的物に関し 、 第３ ０ 条第６ 項又は第７ 項（ 第３ ９ 条においてこ

れら の規定を準用する 場合を含む。） の規定によ る 引渡し（ 以下こ の条において単に「 引渡し 」 と いう 。） を
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受けた日から ２ 年以内でなければ、 契約不適合を理由と し た履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減

額の請求又は契約の解除（ 以下こ の条において「 請求等」 と いう 。） をする こ と ができ ない。  

２  前項の規定にかかわら ず、 設備機器本体等の契約不適合については、 引渡し の時、 発注者が検査し て直ち

にその履行の追完を請求し なければ、 受注者は、 その責任を負わない。 ただし 、 当該検査において一般的な

注意の下で発見でき なかった契約不適合については、引渡し を受けた日から １ 年が経過する 日ま で請求等を

する こ と ができ る 。   

３  前２ 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する 損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し

て、 受注者の契約不適合責任を問う 意思を明確に告げる こ と で行う 。               

４  発注者が第１ 項又は第２ 項に規定する 契約不適合に係る 請求等が可能な期間（ 以下こ の項及び第７ 項に

おいて「 契約不適合責任期間」 と いう 。） の内に契約不適合を知り 、 その旨を受注者に通知し た場合におい

て、 発注者が通知から １ 年が経過する 日ま でに前項に規定する 方法によ る 請求等をし たと き は、 契約不適合

責任期間の内に請求等をし たも のと みなす。                         

５  発注者は、 第１ 項又は第２ 項の請求等を行ったと き は、 当該請求等の根拠と なる 契約不適合に関し 、 民法

の消滅時効の範囲で、 当該請求等以外に必要と 認めら れる 請求等をする こ と ができ る 。       

６  前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失によ り 生じ たも のである と き には適用せず、契約

不適合に関する 受注者の責任については、 民法の定める と こ ろによ る  

７  民法第６ ３ ７ 条第１ 項の規定は、 契約不適合責任期間については適用し ない。                 

８  発注者は、工事目的物の引渡し の際に契約不適合がある こ と を知ったと き は、第１ 項の規定にかかわら ず、

その旨を直ちに受注者に通知し なければ、 当該契約不適合に関する 請求等をする こ と はでき ない。 ただし 、

受注者がその契約不適合がある こ と を知っていたと き は、 こ の限り でない。                   

９  こ の契約が、 住宅の品質確保の促進等に関する 法律（ 平成１ １ 年法律第８ １ 号） 第９ ４ 条第１ 項に規定す

る 住宅新築請負契約である 場合には、 工事目的物のう ち住宅の品質確保の促進等に関する 法律施行令（ 平成

１ ２ 年政令第６ ４ 号） 第５ 条に定める 部分の瑕疵（ 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないも のを除く 。） に

ついて請求等を行う こ と のでき る 期間は、 １ ０ 年と する 。 こ の場合において、 前各項の規定は適用し ない。 

10 引き 渡さ れた工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若し く は監督員の指図によ り 生じ た

も のである と き は、 発注者は当該契約不適合を理由と し て、 請求等をする こ と ができ ない。 ただし 、 受注者

がその材料又は指図の不適当である こ と を知り ながら こ れを通知し なかったと き は、 こ の限り でない。       

（ 賠償の予定）  

第４ ７ 条 受注者は、第４ ３ 条の２ 第１ １ 号又は第１ ２ 号のいずれかに該当する と き は、発注者が契約を解除

する か否かを問わず、 賠償金と し て、 契約金額の１ ０ 分の３ に相当する 額を支払わなければなら ない。 工事

が完了し た後も 同様と する 。 ただし 、 第４ ３ 条の２ 第１ ２ 号のう ち、 受注者の刑法第１ ９ ８ 条の規定によ る

刑が確定し た場合は、 こ の限り でない。  

２  前項の場合において、 受注者が共同企業体であり 、 既に解散さ れている と き は、 発注者は、 受注者の代表

者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払の請求をする こ と ができ る 。 こ の場合においては、 受注

者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯し て同項の額を発注者に支払わなければなら ない。 

３  第１ 項の規定は、 発注者に生じ た実際の損害額が第１ 項に規定する 賠償金の額を超える 場合においては、

超過分につき 賠償を請求する こ と を妨げる も のではない。  

（ 相殺）  

第４ ８ 条 発注者は、受注者に対し て有する 金銭債権がある と き は、受注者が発注者に対し て有する 保証金返

還請求権、 契約代金請求権及びその他の債権と 相殺し 、 不足がある と き は、 こ れを追徴する 。  

（ 紛争の解決）  

第４ ９ 条 こ の契約書の各条項において発注者と 受注者と が協議し て定める も のにつき 協議が整わない場合

又は協議が整わなかったと き に発注者が定めたも のに受注者が不服がある 場合その他こ の契約に関し て発

注者と 受注者と の間に紛争を生じ た場合には、 発注者及び受注者は、 建設業法に定める 建設工事紛争審査会
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（ 以下「 審査会」 と いう 。） のあっせん又は調停によ り その解決を図る 。  

２  前項の規定にかかわら ず、 現場代理人の職務の執行に関する 紛争、 主任技術者等、 専門技術者その他受注

者が工事を施工する ために使用し ている 下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する 紛争及び監督員

の職務の執行に関する 紛争については、 第１ １ 条第３ 項若し く は第１ １ 条第５ 項の規定によ り 、 発注者若し

く は受注者が決定を行った後又は発注者若し く は受注者が遅滞なく 決定を行わない場合でなければ、発注者

及び受注者は、 前項のあっせん又は調停を請求する こ と ができ ない。  

（ 仲裁）  

第５ ０ 条 発注者及び受注者は、 前条の審査会のあっせん又は調停によ り 紛争を解決する 見込みがないと 認

めたと き は、 同条の規定にかかわら ず、 発注者と 受注者と が合意の上、 審査会の仲裁に付し 、 その仲裁判断

に服する 。  

（ 情報通信の技術を利用する 方法）  

第５ １ 条 こ の契約書において書面によ り 行われなければなら ないこ と と さ れている 催告、請求、通知、報告、

申出、 承諾及び解除は、 建設業法その他の法令に違反し ない限り において、 電子情報処理組織を使用する 方

法その他の情報通信の技術を利用する 方法を用いて行う こ と ができ る 。 ただし 、 当該方法は書面の交付に準

ずる も のでなければなら ない。  

（ 補則）  

第５ ２ 条 こ の契約書に定めのない事項については、 必要に応じ て発注者と 受注者と が協議し て定める 。  

（ 暴力団等排除に関する 特約条項）  

第５ ３ 条 暴力団等排除に関する 特約条項については、 別紙１ に定める と こ ろによ る 。  

（ 増員の技術者に関する 特約条項）  

第５ ４ 条 東京都公営企業管理者下水道局長が定めた低入札価格調査制度に基づく 、 主任技術者等又は専門

技術者以外の技術者（ 増員の技術者） に関する 特約条項については、 別紙２ に定める と こ ろによ る 。  
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